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産業未来共創研究開発補助金について  

 産業未来共創研究開発補助金（研究開発支援型）の交付を希望される方は、下記をご確認の上、申請ください。 

■１ 研究開発支援型について 
 

○補助対象者 

県内に事業所等を有し、主に県内で研究開発や実証研究を実施する企業者等（中小企業者１者以上含む複数者で

申請も可能） 

○対象事業 

以下の表の「対象分野」各号に該当する事業において、新たな製品・技術・サービスの開発、新事業の創出・ビジネス形態

の転換等に向けた研究開発を実施する事業になります。 
 

対象分野 

次世代デバイス、バイオ・食品、健康・福祉サービス、まちなかビジネス、コミュニティビジネス、観光ビジネス、農林水産資

源ビジネス、次世代サービス 

○補助率、補助金額、補助対象期間 
 

項目 内容 

補助率 １／２以内 

補助金の額 5,000千円以内（千円未満は切り捨てる。） 

補助対象期間 最長 24 ヶ月 

○補助対象経費 

補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになり

ます。（交付決定前に発注、購入、契約等（支払も含む）を実施したものは補助対象となりません。） 
 

費目 内 容 

原材料費 新商品の試作品の原材料・副資材の購入経費又は実験等に要する原材料・試薬・動植物

等の購入費 

ソフトウェア開発環境使

用料及び購入費 

ソフトウェア開発に必要な開発環境の使用料及び購入経費（サーバー利用料や開発に必

要なソフトウェア購入経費等。取得金額 30万円未満のものに限る。） 

機器・設備費 機器・設備の購入（取得金額 30万円未満のものに限る。）、借用、修繕、改修に要する

経費又は機器・設備を有する外部施設等の利用に要する経費 

減価償却費 研究開発に供するため新たに購入する、取得金額30万円以上の機器・設備又はソフトウェ

アについて、補助事業実施期間中に発生する減価償却経費 

委託費 実験・実証の外部委託に要する経費 

外注加工費 開発に必要な、加工・分析等の請負・外注に係る経費 

共同研究費 県内外の大学・公設試等と共同研究契約を締結して行う共同研究経費 

外部専門家受入経費 補助事業者自らが新分野や新サービスに関する専門知識や、新商品開発のための技術的

ノウハウ等を得るために行う、外部専門家の受入に要する経費（専門家への旅費・謝金、

専門家を招いての従業員講習のための会場借上料等） 

直接人件費 研究開発に直接従事する従業員、アルバイト等の研究開発に従事する時間分の給与、賃

金 

産業財産権導入費 必要な産業財産権を導入するための経費 

その他の経費 その他研究開発に必要と認められる経費 

※研究開発支援型において、委託費及び直接人件費は、それぞれ補助対象経費の 50％以内とする。ただし、直接人件費については、補助事

業の内容が情報通信技術関連の研究開発の場合は適用しない 
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■２ 分野の定義 

分野 定義 

次世代デバイス 次世代 LED、次世代液晶等の電機・電子の開発等 

バイオ・食品 染色体工学技術を活用した産業、農林水産物等を活用した健康食品・医薬品等の開発等 

健康・福祉サービス 地域資源を活用した美容・健康関連商品、農・医連携による新たな健康サービス、子育て・

高齢者等を支援するビジネス等 

まちなかビジネス 空き店舗を活用したビジネス、まちなか資源の活用による時間消費型サービス（居場所づく

り）等の開発等 

コミュニティビジネス 地域の課題をビジネスの手法を用いて解決する取組等 

観光ビジネス 経済・観光交流ゾーン形成（外国人観光客・ビジネス客に魅力のあるサービス）の取組等 

農林水産資源ビジネス 農商工連携・地域資源活用の取組等 

次世代サービス IoT（モノのインターネット）AI（人工知能）等を活用した開発等 

■３ 応募書類 

（応募書類） 

・ 補助事業実施計画書（様式第１号）（ワード様式） 

・ 補助事業収支予算書（様式第２号）（ワード様式） 

（添付書類） 

・ 定款又は事業者の概要が分かる資料等 

・ 決算書（直近２期分。個人事業主の場合は確定申告書類の写し。） 

・ 実施内容についての参考資料類 

・ （鳥取県の課税対象者となる場合）鳥取県が課税する全ての県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に未

納がないことが確認できる書類（納税証明書等） 

※グループの場合、上記に加えて、次の事項を定めたグループの会則、規約等及びそれらを決定した事実が確認できる資料

の写し等 

・ 構成員の代表者 

・ 役割分担 

・ 経費負担 

・ 構成員の加入・脱退要件 

・ グループ内の各種取扱規程（補助事業で生じた知的財産権の帰属等） 

■４ 審査の主なポイント 

・ 技術開発の新規性 

⇒国内初の取組又は県内で事例がないなど、技術的視点において普及度合を審査します。 

 ※同一企業で、過去に補助事業で採択されている研究領域については、新規性が低くなります。 

・ 開発計画の実現可能性 

⇒目標、課題が明確になっており、技術開発手法が妥当な内容であるかを審査します。 

・ 実施体制 

⇒自社内（必要な機器や設備等）や外部（専門機関等との協力体制等）共に実施体制が取れているかを審査しま     

す。 

・ ビジネス性・事業化した際の効果 

⇒営業戦略、販売目標等が妥当な内容であり、波及効果（企業の発展、県内雇用の増加等）があるかを審査します。 

・ 技術開発の検証  

⇒技術開発の評価が自社内に限らず、国又は都道府県等の公的な実証実験など、客観的評価が可能な場合は加点と

なります。 
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・ あいサポートの取組 

⇒ユニバーサルデザイン等、「あいサポート」に資する取組は審査段階で加点となります。 

■５ 補助事業に関する注意事項 

・ 補助対象経費は、補助金交付決定後、補助対象期間内に補助事業に対して支出する（実際に支払が行われる）

費用に限られます。交付決定前に支出した費用や、補助対象期間を過ぎて支出した費用は補助対象外となりますの

で、ご注意ください。 

・ 消費税・振込手数料は補助対象経費にはなりません。（値引きに当たる振込手数料相当額も同様です。） 

・ 直接人件費は、新商品（役務）開発に直接関与する方の直接作業時間のみを対象としており、１人ごとに研究業務日誌

を整備していただく必要があります。（書面で確認できない場合は、補助対象経費から除外されることもあります。） 

・ 鳥取県産業振興条例の趣旨を踏まえ、補助対象経費は、できるだけ県内事業者への発注となるよう、努めてください。 

なお、委託に係る経費については、原則として県内事業者へ発注するもののみが補助対象経費として認められます。 

やむを得ず県外事業者へ委託する必要がある場合は、事前に県に協議し承認を得る必要があります。県の承認を得ないで県

外事業者へ委託した場合は、補助対象経費として認められません。 

・ 補助金は原則精算払いとなります。ただし、補助事業者が希望する場合、概算払を受けられる場合があります。詳しくは、県

にご確認ください。 

・ 補助事業者は、補助対象経費の収支状況等を証する書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して５年間

保存する必要があります。 

・ 本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対象としません。 
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■６ 補助事業スケジュール表（※調査支援型は 2 ヶ年度まで） 

事業期間 

項  目 実施者 時  期 内  容 
３
ヶ
年
度 

２
ヶ
年
度 

１
ヶ
年
度 

   ①補助事業実施計画書等の提

出及び事業の採択（事業計画

の提出／審査会でのプレゼン） 

企業 ― 

補助金の交付申請及び事業計画を応募いただくも

のです。提出後、事業計画書の内容を審査会でプ

レゼンしていただきます。 

   

②事業採択・補助金交付申請・

補助金交付決定 
県 ― 

事業採択の当否を通知します。採択の場合、補助

金交付申請をしていただき、その後正式に補助金の

交付決定となります。 

※補助事業の着手は交付決定日以降 

   
③年度末の事業進捗状況報告 企業 

4月 1日 

～4月 20日 

初年度分（3 月 31 日現在）の事業進捗実績を

報告いただきます。 

   ④現地調査 

（初年度分） 
県 

4月中旬 

～5月上旬 

初年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）

について、当課職員が赴き現地調査を行います。 

   ⑤初年度支払通知 県 5月 初年度補助金の支払額を通知します。 

   ⑥補助金支払 

（初年度分） 
県 5月 初年度補助金の支払を行います。 

   
⑦年度末の事業進捗状況報告 

（翌年度分） 
企業 

翌年 

4月 1日 

～4月 20日 

翌年度分（3 月 31 日現在）の事業進捗実績を

報告いただきます。 

   
⑧現地調査 

（翌年度分） 
県 

翌年 

4月中旬 

～5月上旬 

翌年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）

について、当課職員が現地調査を行います。 

   ⑨翌年度支払通知 県 翌年 5月 翌年度補助金の支払額を通知します。 

   ⑩補助金支払 

（翌年度分） 
県 翌年 5月 次年度補助金の支払を行います。 

   ⑪実績報告書 

（全体分） 
企業 

交付決定から 

24 ヶ月以内 

補助事業全体の実績を報告いただきます。なお、事

業完了から 20日以内に提出する必要があります。 

   
⑫現地調査 

（事業完了年度分） 
県 

実績報告後 

速やかに 

全体実績（事業成果）及び最終年度分事業の

支出状況・経理処理）について、当課職員が現地

調査を行います。 

   
⑬確定通知 県 

現地調査から 

半月程度 

補助金額の確定を行い、最終年度補助金の支払

額を通知します。 

   ⑭補助金支払 

（事業完了年度分） 
県 

現地調査から 

１ヶ月程度 
最終年度補助金の精算払を行います。 

※事業実施中において、事業執行に係る変更等が生じた場合は、速やかに変更承認申請の手続きを行う必要があります。 

■７ お問い合わせ 

鳥取県商工労働部産業未来創造課 

住所：680-8570 鳥取市東町一丁目２２０ 

TEL：0857-26-7564 

FAX：0857-26-8117 

  


